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 〔知的財産に関する悩みを相談したい〕 
                        

知財総合支援窓口 
 

                                
   

                              

             

対象となる方  
・知的財産権の取得について相談したい中堅・中小企業者 
・知的財産を活用しようとする中堅・中小企業者 

・企業経営の中で生じた知的財産に関する悩みや課題を解決したい中堅・中小企業者 
 

支援内容  
知財総合支援窓口の支援担当者がアイデア段階から事業展開、海外展開までの知的

財産に関する様々な課題等に対して、関係する支援機関と連携して、効率的・網羅的にワ
ンストップで解決を図ります。 

専門性の高い課題等に対しては、窓口に専門家（弁理士・弁護士）を週に１回以上配置して、支

援担当者と協働して解決を図ります。 

また、専門家の直接訪問による支援（職務発明に関する支援等）も行っています。 

 
 

ご利用方法  

   全国共通ナビダイヤル ０５７０－０８２１００ にご連絡下さい。全国47都道府県に設置さ

れたお近くの窓口におつなぎします。 

   ※平日8:30～17:15（窓口により異なる場合があります。） 

窓口の詳細については、知財ポータル(http://chizai-portal.jp/)もご参照下さい。 

都道府県ごとに設置する「知財総合支援窓口」において、中堅・中小企業等の知的財産に関す

る悩みや課題に対し、その場で解決を図るワンストップサービスを提供しています。 

お問い合わせ先 
（独）工業所有権情報・研修館 地域支援部管理担当  電話 :03-3581-1101（2412） 
特許庁 普及支援課地域調整班 電話 :03-3581-1101（2107） 

 

『知的財産権について知りたい・相談したい』 
 

知財制度説明会・講師派遣、申請手続相談、知財研修 
                                   

                                 

                                   

                                   

 

 
対象となる方  
産業財産権（特許、意匠、商標等）について知りたい、相談したい中小企業者・支援者 

 
支援内容及びご利用方法  

(１) 知的財産制度説明会を開催しています（要事前申込、参加無料） 
説明会を7～12月頃に開催しています。「初心者向け」は基礎知識を、「実務者向
け」では特許・意匠・商標の審査基準、審判制度の運用、国際出願の手続等の専
門性の高い内容を分野別にご説明します。 
お申込みは、特許庁ホームページをご確認ください（検索エンジンで「特許庁  知的
財産権制度説明会」、平成28年度は6月頃に詳細を掲載予定）。 

(２) 特許庁職員がセミナー講師として伺います（要事前申込、無料で派遣） 
特許庁の営業マン、産業財産権専門官が中小企業等を直接訪問してセミナー講
師を行います。中小企業や金融機関等の中小企業支援者を対象としたセミナーを
行い、知財のビジネスへの活用、また各種支援策の普及・啓発を行っています。 
お申し込みは、特許庁ホームページをご覧ください（検索エンジンで「産業財産権専
門官」）。 

(３) 申請手続に関する一般的な相談  
各都道府県の知財総合支援窓口や（独）工業所有権情報・研修館では、産業財
産権の申請手続に関する一般的な相談に応じています。相談は、窓口、電子メー
ル、電話等で受け付けています。 
（産業財産権相談サイト http://faq.inpit.go.jp/） 

(４) 知的財産に関する研修  
中小・ベンチャー企業向けに、知的財産権を経営に役立てるための判断能力を醸
成する研修や、研究開発の際に特許情報を活用するための特許文献調査能力を
高める研修を実施しています。（http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/index.htm
l） 

 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 
(１)及び(２) 特許庁 普及支援課 産業財産権専門官 
電話：０３－３５８１－１１０１（２３４０） E-mail：PA0661@jpo.go.jp 
（3）知財総合支援窓口（116 頁参照） 
（独）工業所有権情報・研修館 相談部 電話：03-3581-1101（2121～2123） 
（4）（独）工業所有権情報・研修館 知財人材部 電話：03-3581-1101（3907） 

知的財産権制度、特許の戦略的取得、権利活用の手法等について学ぶことができます。また、

産業財産権に関する無料相談を受けることができます。 
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